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住住  
  

宅宅  

市市営営住住宅宅    身身   知知     精精   

市営住宅は年に４回入居者募集を行い、資格要件を満たしている人が申込可能です。 

詳しくは、下記窓口までお問合せください。 

 

●資格要件 

・住宅に困窮している人 

・市内に住んでいる人、又は市内に勤めている人 

・現に同居または同居しようとする親族のある人 

※ただし、身体に障がいのある人（１～４級）、精神障がいのある人（１～３級）、知的障がいのあ

る人で、自立生活ができる人は単身入居の申込ができます。（単身入居が可能な住宅に限ります。） 

・国税、地方税等を滞納していない人 

・入居又は同居しようとする人が暴力団員でない人 

・申込者及び同居しようとする親族全体の過去１年間の所得金額が一定金額以下の人 

  一般世帯：月額１５８，０００円以下 

  裁量世帯（障がいのある人がいる世帯等）：月額２１４，０００円以下 

・確実な連帯保証人がいる人 

 

●心身障害者向け住宅（車椅子対応） 

身体に障がいのある人（１～４級）、精神障がいのある人（１・２級）、知的障がいのある人がいる

世帯のみ入居ができます。 

遠州浜団地（２戸）、萩丘団地（２戸）、佐鳴湖西団地（４戸）、初生団地（２戸） 

 

●窓口 

浜松市営住宅管理センター     ☎４５７－３０５１ 

浜松市営住宅北部管理センター   ☎４０１－０３２３  

 

地地域域相相談談支支援援  

●地域移行支援 

入所施設や精神科病院等から地域生活への移行を希望する人に、住居の確保等必要な支援を   

行います。 

利用するためには、区役所社会福祉課より給付の決定を受ける必要があります。 

（（ＰＰ３３００参参照照））  

 

●地域定着支援 

居宅において単身等により地域生活が不安定な人に対し、常時の連絡体制を確保し、 

障がいの特性により生じる地域生活における課題について、相談や訪問等を行います。 

利用するためには、区役所社会福祉課より給付の決定を受ける必要があります。 

（（ＰＰ３３００参参照照））  
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相相
談談
窓窓
口口  

相相      談談      窓窓      口口  
 

浜浜松松市市障障ががいい者者相相談談支支援援事事業業    身身     知知     発発     精精   

障がいのある人・障がいのある児童・保護者・養護者などの相談に応じ、利用できるサービスなどを

アドバイスします。成年後見制度の利用にかかる相談にも応じています。 

R5.4.1 現在 

№ 事業所名 
担当 

居住区 
所在地 

TEL 

FAX 

１ 中障がい者相談支援センター 中区 
中区和合町 555 番地 

（和合せいれいの里内） 

488-8077 

488-8078 

２ 東障がい者相談支援センター 東区 
東区流通元町 20 番 3 号 

（東区役所 2 階） 

424-0371 

424-0379 

３ 西・南障がい者相談支援センター 
西区 

南区 

西区雄踏一丁目 31 番 1 号 

（西区役所 3 階） 

597-1124 

596-5100 

４ 北障がい者相談支援センター 北区 
北区細江町気賀 305 番地 

（北区役所 3 階） 

523-2255 

523-2257 

５ 浜北・天竜障がい者相談支援センター 
浜北区 

天竜区 

浜北区平口 1604 番地の 1 

（浜北保健センター1 階） 

587-1010 

587-1015 

６ 相談支援事業所「シグナル」 ※ 
浜北区高薗 775 番地の 1 

（浜松市発達医療総合福祉センター内） 

586-8804 

586-8827 

   ※浜松市発達医療総合福祉センターの特性を踏まえ、他の障がい者相談支援センターと協働します。 
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浜浜松松市市発発達達相相談談支支援援セセンンタターー「「ルルピピロロ」」    発発             

発達相談支援センター「ルピロ」は、発達障がいやその心配があるご本人、ご家族が

安心して地域で暮らしていくことができるよう、乳幼児期から成年期にいたるまで、総

合的な支援を行う機関です。 

●事業内容 

・相談支援事業（発達支援・就労支援） 

本人及び家族並びに関係機関に対する助言指導、情報提供を行います。 

・普及啓発事業 

発達障がいに関するパンフレットの作成・配布等による啓発や、市民向け講演会を開催します。 

・研修事業 

保育士及び幼稚園教諭、学校関係者、保健師等を対象に各種研修を実施します。 
 
●対象者 

自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障害、学習障害、注意欠如／多動性障害などの発達
障がいやその疑いがある児・者及びその家族、関係者 

 
●受付時間 

月曜日から土曜日までの午前８時３０分から午後５時まで（祝日・年末年始は除く） 
 
●所在地・連絡先 

中区鍛冶町１００番地の１（ザザシティ浜松中央館５階） 
このほか、各区でも定期的に相談窓口を開設しています。 

☎☎４４５５９９－－２２７７２２１１（※相談には、事前の電話予約が必要です。なお、相談は無料です。） 
 

友友愛愛ののささとと診診療療所所  

子供の「こころ」と「からだ」の発達を専門とする医療・療育機関です。小児神経科医師・児童精神

科医師による診療を行っています。 
 
●対象者 

乳幼児からおおむね中学３年生までの子供（※診療は完全予約制です。） 
 
●診療時間 

平日午前９時から午後５時まで（祝日・年末年始を除く） 
 

●所在地・連絡先 

浜北区高薗７７５番地の１（浜松市発達医療総合福祉センター内） 

☎☎５５８８６６－－８８８８００１１  
  

子子どどももののこここころろのの診診療療所所  

子供の「こころ」の発達を専門とする医療機関。「集団になじめない」「ことばの遅れがある」「学習

面の遅れ」「学校に行けない」などの悩みを抱える子供の症状改善を図り、成長を支えます。 
 
●対象者 

中学３年までの子供とその保護者（※診療は完全予約制で、医療機関や発達相談支援センター「ル

ピロ」からの紹介状が必要です。） 
 

●診療時間 

平日午前９時から午後５時まで（祝日・年末年始を除く） 
 
●所在地・連絡先 

中区鴨江二丁目１１番１号（浜松市保健所隣） 

☎☎４４５５２２－－８８００８８００  
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浜浜松松市市発発達達相相談談支支援援セセンンタターー「「ルルピピロロ」」    発発             

発達相談支援センター「ルピロ」は、発達障がいやその心配があるご本人、ご家族が

安心して地域で暮らしていくことができるよう、乳幼児期から成年期にいたるまで、総

合的な支援を行う機関です。 

●事業内容 

・相談支援事業（発達支援・就労支援） 

本人及び家族並びに関係機関に対する助言指導、情報提供を行います。 

・普及啓発事業 

発達障がいに関するパンフレットの作成・配布等による啓発や、市民向け講演会を開催します。 

・研修事業 

保育士及び幼稚園教諭、学校関係者、保健師等を対象に各種研修を実施します。 
 
●対象者 

自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障害、学習障害、注意欠如／多動性障害などの発達
障がいやその疑いがある児・者及びその家族、関係者 

 
●受付時間 

月曜日から土曜日までの午前８時３０分から午後５時まで（祝日・年末年始は除く） 
 
●所在地・連絡先 

中区鍛冶町１００番地の１（ザザシティ浜松中央館５階） 
このほか、各区でも定期的に相談窓口を開設しています。 

☎☎４４５５９９－－２２７７２２１１（※相談には、事前の電話予約が必要です。なお、相談は無料です。） 
 

友友愛愛ののささとと診診療療所所  

子供の「こころ」と「からだ」の発達を専門とする医療・療育機関です。小児神経科医師・児童精神

科医師による診療を行っています。 
 
●対象者 

乳幼児からおおむね中学３年生までの子供（※診療は完全予約制です。） 
 
●診療時間 

平日午前９時から午後５時まで（祝日・年末年始を除く） 
 

●所在地・連絡先 

浜北区高薗７７５番地の１（浜松市発達医療総合福祉センター内） 

☎☎５５８８６６－－８８８８００１１  
  

子子どどももののこここころろのの診診療療所所  

子供の「こころ」の発達を専門とする医療機関。「集団になじめない」「ことばの遅れがある」「学習

面の遅れ」「学校に行けない」などの悩みを抱える子供の症状改善を図り、成長を支えます。 
 
●対象者 

中学３年までの子供とその保護者（※診療は完全予約制で、医療機関や発達相談支援センター「ル

ピロ」からの紹介状が必要です。） 
 

●診療時間 

平日午前９時から午後５時まで（祝日・年末年始を除く） 
 
●所在地・連絡先 

中区鴨江二丁目１１番１号（浜松市保健所隣） 

☎☎４４５５２２－－８８００８８００  
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浜浜松松市市障障害害者者更更生生相相談談所所    身身     知知       

身体に障がいのある人、知的障がいのある人の医学的、心理学的、職能的判定を行い、身体障害者手

帳・療育手帳の判定・作成や、障害者総合支援法に規定する補装具（電動車椅子、重度障害者用意思伝

達装置など）・自立支援医療〔更生医療〕（心臓手術、人工透析療法など）の判定、福祉事務所等関係機

関への相談のうち複雑困難なケースなど専門性の求められるものへの支援を行います。 

 

●所在地 

浜松市障害者更生相談所 ☎☎４４５５７７－－２２７７００７７ 

中区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 

 

障障害害者者相相談談員員    身身   知知   精精     

障がいのある人又はその家族からの相談に当事者として応じるとともに、適切な支援機関を紹介しま

す。 

この相談員は、民間の協力者で、家族会等の自助グループや支援団体から推薦を受けた障がいのある

人又はその家族に対して浜松市が委託しています。 

 

相談員の名簿はＰ７７参照 
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浜浜松松市市障障害害保保健健福福祉祉課課    精精     

こころの病（うつ病・依存症・統合失調症・思春期の問題など）に関する悩みや心配ごと

について、相談に応じています。 

 

●内容  

  ・精神科医師による無料相談（事前予約制） 

  ※すでに精神科などに通院・入院している人の相談はお受けできません。 

 ・精神保健福祉士等による相談（電話相談は随時、来所相談は事前にお電話ください） 

 

●所在地 

中区元城町１０３番地の２ 浜松市役所本館２階 

☎☎４４５５７７－－２２２２１１３３ 

  

浜浜松松市市精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー    精精   

精神保健福祉センターは、市民のこころの健康やこころの病の予防のための知識の普及、こころの

病を持つ人の自立支援や社会復帰への支援を行う精神保健福祉に関する総合技術センターです。 

 

●具体的な事業 

事 業 項 目 内 容 

教
育
研
修 

精神障がいを理解する

ための研修会 
精神疾患や自殺対策、ひきこもりなどの理解を深めるために、障がい者支援事
業所職員、介護施設職員、医療機関職員等に対して研修会を開催します 

普
及
啓
発 

家族教室 
うつ病・ひきこもり・摂食障害等の理解や家族の役割・対応について、当事者
を家族に持ち同じ悩みを抱える人同士がともに学び考える教室を開催します 

市民講演会 
一般市民及び関係機関職員を対象に、こころの健康の保持増進を目的とし
たメンタルヘルスに関する講演会を開催します 

こころのボランティア

講座 
精神保健福祉に関するボランティア入門のための講座を開催します 

企業への研修 
企業におけるゲートキーパーの養成など、自殺予防対策を目的とした、職
域メンタルヘルスのための研修を開催します 

組織育成 
こころの病の家族会、ひきこもりの家族会、断酒会、自死遺族・ひきこも
り回復者・ＤＶの自助グループ、精神保健福祉ボランティアグループなど
の育成と支援を行います 

調査研究 
市民のこころの健康推進のために行う調査研究をします。大学や研究機関
等との連携も行っています 

特定相談（面接相談） 
特定の分野（ひきこもり、自死遺族、犯罪被害者、依存症、がん患者の家
族・遺族、摂食障害）の面接相談を行います（予約制） 

法
定
業
務 

精神医療審査会 
精神科病院に入院している人からの退院等の請求の受付、退院等請求や医
療機関から提出される定期病状報告等の審査をするための「精神医療審査
会」の運営事務を行います 

自立支援医療及び精神

障害者保健福祉手帳 
自立支援医療（精神通院）の支給及び精神障害者保健福祉手帳の等級判定
に関する事務を行います 

企画立案 
地域精神保健福祉の推進を目的とした専門的立場からの精神保健福祉に
関する提案等をします 

 

●所在地 

中区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 

☎☎４４５５７７－－２２７７００９９ 
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浜浜松松市市障障害害保保健健福福祉祉課課    精精     

こころの病（うつ病・依存症・統合失調症・思春期の問題など）に関する悩みや心配ごと

について、相談に応じています。 

 

●内容  

  ・精神科医師による無料相談（事前予約制） 

  ※すでに精神科などに通院・入院している人の相談はお受けできません。 

 ・精神保健福祉士等による相談（電話相談は随時、来所相談は事前にお電話ください） 

 

●所在地 

中区元城町１０３番地の２ 浜松市役所本館２階 

☎☎４４５５７７－－２２２２１１３３ 

  

浜浜松松市市精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー    精精   

精神保健福祉センターは、市民のこころの健康やこころの病の予防のための知識の普及、こころの

病を持つ人の自立支援や社会復帰への支援を行う精神保健福祉に関する総合技術センターです。 

 

●具体的な事業 

事 業 項 目 内 容 

教
育
研
修 

精神障がいを理解する

ための研修会 
精神疾患や自殺対策、ひきこもりなどの理解を深めるために、障がい者支援事
業所職員、介護施設職員、医療機関職員等に対して研修会を開催します 

普
及
啓
発 

家族教室 
うつ病・ひきこもり・摂食障害等の理解や家族の役割・対応について、当事者
を家族に持ち同じ悩みを抱える人同士がともに学び考える教室を開催します 

市民講演会 
一般市民及び関係機関職員を対象に、こころの健康の保持増進を目的とし
たメンタルヘルスに関する講演会を開催します 

こころのボランティア

講座 
精神保健福祉に関するボランティア入門のための講座を開催します 

企業への研修 
企業におけるゲートキーパーの養成など、自殺予防対策を目的とした、職
域メンタルヘルスのための研修を開催します 

組織育成 
こころの病の家族会、ひきこもりの家族会、断酒会、自死遺族・ひきこも
り回復者・ＤＶの自助グループ、精神保健福祉ボランティアグループなど
の育成と支援を行います 

調査研究 
市民のこころの健康推進のために行う調査研究をします。大学や研究機関
等との連携も行っています 

特定相談（面接相談） 
特定の分野（ひきこもり、自死遺族、犯罪被害者、依存症、がん患者の家
族・遺族、摂食障害）の面接相談を行います（予約制） 

法
定
業
務 

精神医療審査会 
精神科病院に入院している人からの退院等の請求の受付、退院等請求や医
療機関から提出される定期病状報告等の審査をするための「精神医療審査
会」の運営事務を行います 

自立支援医療及び精神

障害者保健福祉手帳 
自立支援医療（精神通院）の支給及び精神障害者保健福祉手帳の等級判定
に関する事務を行います 

企画立案 
地域精神保健福祉の推進を目的とした専門的立場からの精神保健福祉に
関する提案等をします 

 

●所在地 

中区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 

☎☎４４５５７７－－２２７７００９９ 
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障障ががいいののああるる人人ののたためめのの就就労労支支援援    身身     知知     発発     精精   

 

公公共共職職業業安安定定所所（（ハハロローーワワーークク））  

障がいのある人の就職や採用についての相談に専門の相談員が応じています。障がいの状況、適性、

就労の希望などを伺い、職業相談や職業紹介、就職後の定着支援を行っています。 

また、障がいのある人の雇用促進のため、事業主への雇用助成措置や職業訓練、障害者トライアル

雇用（試行雇用）などの各種支援制度が設けられています。 

●窓口 

  ・ハローワーク浜松  中区浅田町５０番地の２     ☎☎４４５５７７－－５５１１５５８８ 

  ・ハローワーク浜北  浜北区沼２６９番地の１     ☎☎５５８８４４－－２２２２３３３３ 

  ・ハローワーク細江  北区細江町広岡３１２番地の３  ☎☎５５２２２２－－００１１６６５５ 

  ・浜松市ジョブサポートセンター 

中区元城町１０３番地の２ 浜松市役所２Ｆ ☎☎４４５５７７－－２２１１００４４ 

 

静静岡岡障障害害者者職職業業セセンンタターー（（独独立立行行政政法法人人高高齢齢・・障障害害・・求求職職者者雇雇用用支支援援機機構構））  

障がいのある人に対してハローワークと連携して、就職に向けての相談・職業能力等の評価、就職

前の支援から就職後の職場適応のための援助、職場復帰の支援等、個々の障がいの状況に応じた継続

的な支援をしています。また、事業主に対して障がいのある人の雇用相談、情報提供のほか、雇用管

理に関する専門的な相談、助言を行います。 

●窓口 

・静岡障害者職業センター           

静岡市葵区黒金町５９番地の６ 大同生命静岡ビル７階 ☎☎００５５４４－－６６５５２２－－３３３３２２２２ 

 

障障害害者者就就業業・・生生活活支支援援セセンンタターー（（国国、、県県委委託託事事業業））  

就職を希望される障がいのある人、在職中の障がいのある人や家族が抱えている就労や生活面の相

談を受け支援します。また、事業所からの問い合わせやご相談もお受けします。 

●窓口 

・障害者就業・生活支援センター だんだん  ☎☎５５４４５５－－３３１１５５００  

浜北区中条１８４４番地 

 

浜浜松松市市障障害害者者就就労労支支援援セセンンタターー（（産産業業振振興興課課））  

障がいのある人の就労に関する相談支援をしています。就職活動時や就職後のお悩み、また訓練施

設をお探しの人のご相談もお受けします。 

●窓口 

・浜松市障害者就労支援センター ふらっと  ☎☎５５８８９９－－３３００２２８８ 

東区中郡町４７４番地 
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障障害害者者職職業業訓訓練練校校（（県県））  

自立を目指す障がいのある人が各人の能力と適性に応じて、就職又は雇用の継続に必要な知識・ 

技能を習得することを目的としています。 

●窓口 

・静岡県立浜松技術専門校（浜松テクノカレッジ） 

障がいのある人を対象に、実践能力習得訓練コース（事業主委託訓練）、知識・技能習得訓練

コース、在職者訓練コースを行っています。 

 

東区小池町２４４４番地の１  ☎☎４４６６２２－－５５６６００２２ 

 

・静岡県立あしたか職業訓練校        

身体に障がいのある人と知的障がいのある人が自立を目指して全寮制による１年間の職業 訓

練を行っています。コンピューター科と生産・サービス科があります。 

                                     

沼津市宮本５番地の２  ☎☎００５５５５－－９９２２４４－－４４３３８８００  

 

 

障障ががいいをを理理由由ととすするる差差別別にに関関すするる相相談談    身身     知知     発発     精精   

障がいを理由とする不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する相談を行っています。 

 

●窓口 

・障害保健福祉課、各区役所社会福祉課（裏表紙に記載） 

・静岡県障害者差別解消相談窓口 

 相談日時 週３日（火・水・金曜日）１０：００～１６：００ ※祝日及び年末年始除く 

 静岡市葵区駿府町１番７０号 静岡県総合社会福祉会館４階 

 一般社団法人 静岡県社会福祉士会   ☎☎００５５４４－－２２５５２２－－９９８８００００ 

 

 

障障ががいい者者虐虐待待にに関関すするる相相談談    身身     知知     発発     精精   

障がい者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談を受け付けます。 

 

●窓口 

・障害保健福祉課、各区役所社会福祉課（裏表紙に記載） 

※夜間・休日の緊急連絡先 浜松市役所守衛室  ☎☎４４５５７７－－２２００６６６６  

 


